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第 3 版はしがき

　このたび第 3 版を上梓することができました。本書の旧版に興味を抱いてく
ださり、教科書として採用して頂いた先生方、購入して頂いた学生諸君、そして
一般読者の皆様、この場を借りてお礼申し上げます。
　初版で申しましたとおり、本書は、国際法入門書であり、「逆から学ぶ」こと
をコンセプトとしています。つまり、抽象度が高い問題はなるべく後回しにし、

「具体から抽象へ」と叙述することで、多くの教科書が採用している「抽象から
具体へ」という順とは「逆から学ぶ」ことになるよう、構成されています。それ
がどこまで成功したかはわかりません。皆様の判断に委ねたいと思います。
　また、初版はしがきで次のようにも述べました。

　1990年以降、グローバリゼーションが進行し、現在では、人権、民主主義、
市場経済は、誰も否定できない当然の価値のように感じられている。しかし、
そうした価値優勢の国際法の在り方を立ち止まって考えてみないといけない
時期であると思われる。本書は、冷戦以後の国際社会の変容を映した国際法
の姿をなるべく忠実に描くようにしている。

　本書では、今日の国際法を21世紀国際法と位置づけ、冷戦期の20世紀国際法と
対比して検討しています。グローバリゼーション下の21世紀国際法では、とりわ
け企業や NGO を含めた個人の権利・義務に焦点が当てられているように思えま
す。国際法からグローバル法へ転換しつつあるかもしれません。その一方で、本
年 2 月24日に、ロシアがウクライナに侵攻するという衝撃的なニュースが飛び
込みました。ロシアの拒否権により国連安全保障理事会は決議を採択できず、そ
の無力さが露呈されました。国際法は武力行使を禁止し、侵略を国際法違反と位
置づけていますが、21世紀には、ロシアだけでなく、アメリカ合衆国をはじめと
する西側陣営による武力行使も多数見られます。このように、大国の横暴が頻繁
に見られるようになっています。武力行使を擁護する新しい国際法が生成されつ
つあるのかもしれません。もしそうであるとすれば、国際法を所与のものとせず、
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批判的に検討することも重要になっています。現行の国際法を知るだけでなく、
それを越えて、国際法及び国際社会を批判的に見る目を養って頂きたいと考えて
います。本書がそうした機会を提供できれば、本書の目的は達成できたと言える
でしょう。
　第 3 版では、初版の間違いを訂正し、できる限り新たな情報を盛り込むよう
にしました。ロシアによるウクライナ侵攻に関しては、関連する章において、説
明を追加しています。本書は入門書ですので、なるべくかみ砕いたわかりやすい
説明にするように改訂したつもりです。また、新たに索引を設けました。本文の
中に登場する太字のキーワードと見出し項目を中心に重要な用語を拾っていま
す。網羅的なものではありませんが、きっと役立つものと信じています。さらに、
各見出し項目に＊をつけ、基本事項、必須事項、応用事項に分類しました。一つ
の目安として活用ください。旧版同様、皆様に親しんで頂ける教科書を目指して
います。改善点や要望等がございましたら編者または法律文化社までお知らせく
ださい。
　最後に、法律文化社編集部の舟木さんにお礼を申し上げたいと思います。本書
の出版に当たり、舟木さんにはひとかたならぬお世話になりました。初版から第
3 版までの刊行は、舟木さんのお力添えがあってこそなしえたことです。今後
もご支援いただき、執筆者とともに本書をよりよいものに発展させていきたいと
思います。

2022年 7 月 7 日

山 形　英 郎


	第3 版はしがき
	本書の利用の仕方
	第1 章　国際法の基礎
	1　国際法とは何か
	2　国際法は難しい
	3　国際法は楽しい
	4　国際法の構造転換

	第2 章　武力行使禁止と自衛権
	1　武力行使禁止原則
	2　個別的自衛権
	3　集団的自衛権
	4　自衛権以外の武力行使の根拠
	◆ Case　ニカラグア事件
	◆ Further Study　保護する責任


	第3 章　集団安全保障
	1　集団安全保障の登場
	2　国際連盟における集団安全保障
	3　国際連合における集団安全保障
	4　平和維持活動（PKO）
	◆ Case　ある種の経費事件
	◆ Further Study　平和構築委員会


	第4 章　主権と自決権
	1　国家主権
	2　人民の自決権
	3　不干渉原則
	◆ Case　コソボ独立宣言の国際法適合性
	◆ Further Study　「民族」自決の陥穽


	第5 章　国家・政府の誕生と内戦
	1　国際法における国家及び政府
	2　国際法における内戦
	3　国家の誕生
	4　政府の変更
	5　破綻国家と国際法
	◆ Case　パレスチナ分離壁事件
	◆ Further Study　分裂国家


	第6 章　国家管轄権
	1　管轄権の意義と種類
	2　立法管轄権と司法管轄権の基礎
	3　管轄権の拡大
	4　執行管轄権の調整
	◆ Case　ローチュス号事件
	◆ Further Study　インターネット犯罪


	第7 章　管轄権の制限
	1　外交・領事特権免除
	2　その他の国家機関の免除
	3　主権免除
	4　国際機構の特権免除
	◆ Further Study　外交的庇護
	◆ Case　ピノチェト事件


	第8 章　国家領域
	1　領域の区別
	2　領域権原
	3　領域移転に関連する原則
	4　領土紛争
	5　日本の領土紛争
	◆ Case　パルマス島事件
	◆ Further Study　権原の歴史的凝固


	第9 章　領域使用
	1　領域主権の意義
	2　天然資源と国有化
	3　領域使用の管理責任
	4　国際化地域
	◆ Further Study　しのびよる国有化
	◆ Case　トレイル溶鉱所事件


	第10 章　海洋法の構造
	1　多元的構造
	2　領　　海
	3　国際海峡
	4　群島水域
	◆ Case　ノルウェー漁業事件
	◆ Further Study　九段線


	第11 章　海洋開発
	1　排他的経済水域
	2　大陸棚
	3　公　　海
	4　深海底
	◆ Case　北海大陸棚事件
	◆ Further Study　島を基点とする大陸棚延伸


	第12 章　海上管轄権
	1　内水及び領海における刑事管轄権
	2　接続水域と継続追跡
	3　公海における刑事管轄権
	4　海洋汚染防止
	5　国連海洋法条約上の紛争解決手続
	◆ Case　サイガ号事件（No. 2 ）
	◆ Further Study　中国公船の尖閣諸島周辺海域への侵入


	第13 章　空・宇宙及び南極
	1　空
	2　宇　　宙
	3　南　　極
	◆ Further Study　大韓航空機撃墜事件
	◆ Further Study　北　極


	第14 章　外国人法Quiz
	1　国民と外国人
	2　国　　籍
	3　領事保護
	4　外交的保護
	5　難　　民
	◆ Case　ラグラン事件
	◆ Case　ノッテボーム事件


	第15 章　国際人権法
	1　人権の法典化
	2　さまざまな人権条約
	3　人権条約の国際的実施
	4　国連機関による人権の実現
	◆ Further Study　国際人権法と国際人道法の「交錯」？
	◆ Case　ゼーリング事件


	第16 章　国際人道法
	1　国際人道法とは何か
	2　国際人道法の適用される事態
	3　敵対行為に直接参加する者（交戦者の資格）
	4　敵対行為の方法
	5　敵対行為の手段
	6　武力紛争犠牲者の保護
	7　国際人道法の履行確保
	◆ Case　核兵器使用の合法性事件
	◆ Further Study　民間軍事組織


	第17 章　国際刑事法
	1　国際犯罪
	2　国際司法共助と犯罪人引渡し
	3　テロの規制
	4　国際刑事裁判所
	◆ Case　張振海事件
	◆ Case　引き渡すか訴追するかの義務事件
	◆ Further Study　国際刑事裁判所（ICC）に国は協力的？ 非協力的？


	第18 章　国際経済法
	1　国際経済法とは何か
	2　第二次世界大戦後の世界経済秩序
	3　世界貿易機関（WTO）における物の貿易
	4　世界貿易機関（WTO）における発展
	5　地域経済統合
	◆ Case　アメリカ合衆国・キハダマグロ事件・アメリカ合衆国・エビ事件
	◆ Further Study　WTO 紛争解決手続


	第19 章　国際環境法
	1　環境問題と無過失責任
	2　手続的義務
	3　地球環境保護条約の基本原則
	4　地球環境保護条約の特質
	◆ Further Study　チェルノービリ原発事故
	◆ Case　パルプ工場事件


	第20 章　国際連合法
	1　国連法とは何か
	2　国連の組織・構造
	3　国連の法人格と権限
	4　国際公務員制度
	◆ Case　国連の職務執行中に被った損害の賠償事件
	◆ Further Study　国際機構の国際責任


	第21 章　国際法主体
	1　国際法の主体とは何か
	2　国　　家
	3　国家平等
	4　国際機構
	5　個　　人
	6　人　　民
	◆ Case　原爆訴訟（下田事件）
	◆ Further Study　企業の国際法主体性


	第22 章　条約の締結と効力
	1　条　　約
	2　条約の締結
	3　留　　保
	4　条約の適用
	◆ Further Study　当事国と締約国
	◆ Case　ベリロス事件


	第23 章　条約の無効と終了
	1　条約の承継
	2　条約の無効
	3　条約の改正と条約の終了・運用停止
	◆ Further Study　人権条約の自動的承継？
	◆ Further Study　国家に対する「強制」についての論争
	◆ Case　ガブチコボ・ナジマロシュ計画事件


	第24 章　国際法の法源
	1　慣習国際法の成立
	2　慣習国際法と条約国際法の関係
	3　慣習国際法の効力
	4　国際法の法源
	5　義務の淵源
	◆ Further Study　一般国際法のミステリー
	◆ Case　核実験事件


	第25 章　国家責任
	1　国家責任の概念
	2　行為の国への帰属
	3　国際義務の違反
	4　過失と損害に関する議論
	5　国家責任の結果
	◆ Further Study　国の国際犯罪
	◆ Case　在テヘラン米国大使館事件


	第26 章　紛争解決
	1　国際紛争
	2　紛争解決に関する基本原則と手段
	3　仲裁裁判
	4　司法的解決
	5　国際司法裁判所
	6　私人を含む国際紛争の解決
	◆ Further Study　国際司法裁判所による安保理の司法的コントロール
	◆ Case　ロッカビー事件


	第27 章　国際法と国内法
	1　国際法と国内法の関係
	2　国際法レベルにおける国内法の地位
	3　国内法レベルにおける国際法の地位
	◆ Case　砂川事件
	◆ Further Study　国際裁判所の判決


	第28 章　国際法の法的性質
	1　国際法の特質
	2　国際法の解釈と執行
	3　国際法は法か
	4　国際法の展開
	5　国際法の展望
	◆ Further Study　国際法の拘束力の根拠


	Suggested Readings
	Digital Archive
	索　　引



